
超高齢社会

～家族の突然の変化に備えて～

函館市医療・介護連携支援センター

令和４年６月２０日 函館青色申告会青年部研修会



函館市医療・介護連携支援センターとは



2025年問題

2040年問題

多死社会の問題
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団塊世代が２０２５年に、全員後期高齢者となるな

ど、今後しばらくは高齢化が進行すると予測される。

それに伴い、在宅で療養する高齢者の増加が見込ま

れている。

2025年問題



団塊ジュニア世代が65歳に到達し始め、生産年齢人

口が大幅な減少に向かうのが2040年。この年を

ピークに徐々に高齢者の人口は減っていくが、逆に

加速するように、生産年齢の人口は減少していくの

で、高齢化率はどんどん高くなっていく。

2040年問題



2025年以降は、多死社会と呼ばれ死に場所難民が

でるのではと懸念されている。

多死社会の問題



 高齢化社会・・・高齢化率が7％を超えた社会

 高齢社会・・・高齢化率が14％を超えた社会

 超高齢社会・・・高齢化率が21%を超えた社会

 ということは・・・

函館市医療・介護連携支援センターとは



 函館はもちろん日本もとっくに超高齢社会

 日本は2007年に超高齢社会に突入

２８．８％

高齢化率

３６．６%

日 本函 館



こんな時，どうする？

Aさん ７６歳 男性 妻と２人暮らし

 趣味はゴルフ

 今までに大きな病気はした事はない

 子供は，長男１人（長男夫婦は，市外在住）

ある日自宅でAさんが，脳梗塞を発症。

救急車で搬送されました。

こんな経過をたどるかもしれません・・・



救急要請

 倒れているのを発見したら，迷いなく
119番！

 でも，なんかおかしいな？？の時

迷う事があるかも・・・・



知っていると安心：FAST
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さらに他の症状でも・・・



知っていると安心：函館市の救急医療体制

はこだて療養支援のしおり

函館市の救急医療体制
や連絡先などを掲載
しています！



搬送時

罹っている病院があるか

隊員が病院に確認して搬送できるか確認します。

たいていは，本日の当番病院へ搬送

検査等にて診断・治療開始！



より速く診断・治療を受ける為に
みなさんができる事があります！

 通院歴，お薬情報は大事な情報です！

診察券やお薬手帳などを

いつも使うバックや決まった場所にしまうなど

いざという時に出しやすくしてください！



急性期

 急性期での治療が開始

脳梗塞で入院

・すぐ，リハビリ開始

ベット上→ 起き上がり→歩行

立ち上がり

・入院期間は，およそ２週間～１か月くらい

★思った以上に状況が変化します



状況の変化とは？？

・もし重篤な場合，治療はどこまでするか？

・もし食べる事ができない状態であれば・・・・

胃瘻？点滴？

・もし麻痺があり長いリハビリが必要になったら・・・・

リハビリはどこでするか。病院？どこの？

介護申請が必要？他に申請する事ある？

短期間で色々決めないといけない事がでてきます



そんな時どうする？
相談員とは

相談室

医療相談員がいます

（もしくは，退院支援看護師）

今後の状況を医師看護師リハビリなど確認して，
様々な関わりをします。

・介護申請支援

・お金（治療費など）

・転院先 ・・・・・ などなど



回復期

 回復期でリハビリ継続

リハビリ期間 最長180日

（疾患や重症度によって変わる）

★本人・家族の選択

自宅に帰る？施設？病院？



こんな時どうする？
退院後の生活について

今後の事を考えると・・・・

介護申請は必要・・・どうするか？

★病院の相談員を頼ってください！

介護申請

介護認定でたら・・・

ケアマネジャーの選択など

今後の過ごし先 などなど



本当は元気な時から・・・

『人 生 会 議』

 ご存知ですか？？

ＡＣＰ

アドバンス・ケア・プランニング











もしもの時のために

『人 生 会 議』

＝

ＡＣＰ

どう生きたいか

もしもの時のために

どこで暮らしたいか
どう暮らしたいか



どう生きるのか？

決めるのは医者ではありません

主役は皆さんです

 医療・介護面での選択場面では，必ず

相談先があります！
皆さんが自分らしく人生をいききる為に

専門職として，知恵をしぼります！！
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退院後の生活について

こんな時どうする？

施設

自宅

病院



こんな時どうする？
退院後の生活について

自宅

A
さん



A
さん

ここでいう病院とは

急性期

回復期

慢性期（維持期）

病院
在
宅



慢性期（維持期・生活期）

○もしも病院となったら・・・

 医療療養病床

医療保険が適用される医療機関です

慢性期（病状が安定している時期）の患者を対象に，医療
ケアやリハビリのサービスを提供する病床

★病院の相談員を頼ってください！

医療相談員がいます。病院での生活について，心配なこと
等の相談に応じてくれます



介護施設の種類はたくさんある
特別養護老人ホーム
老人保健施設
介護医療院
有料老人ホーム，

サービス付き高齢者住宅…etc

A
さん

在
宅

施設



慢性期（維持期・生活期）

○もしも施設となったら・・・

 介護保険施設

特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院

介護度（介護１～５），負担割合（１～３割）および居室の種類
（多床室or個室）により費用に変動あり

（※要支援の方は入所できません）

★ケアマネジャーや相談員を頼ってください！

現在の心身の状況を施設のケアマネジャーや相談員が確
認し，施設での生活について提案します



特別養護老人ホーム

常に介護が必要な方を受入れ，食事，入浴，排せつ等の日常生活上の
支援や，機能訓練，療養上の世話を行っています

※新規入所は原則として，要介護３以上の方が対象です

老人保健施設

在宅復帰を目指している方の入所を受入れ，自立した日常生活を送る
ことができるよう，リハビリテーションや必要な医療，介護等を行い
ます

介護医療院

長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設で，日常的な医学管理，
看取り，ターミナルケア等の医療機能と，生活施設としての機能等が
あります

介護保険施設



グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

認知症と診断された方が少人数（９人くらい）で共同生活をする施
設で，家庭的な雰囲気の中，食事，入浴等の日常生活上の介護や機能
訓練を行います

介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

指定を受けた，有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅等が食事
や日常生活上の介護や機能訓練を行います

その他の介護施設
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慢性期（維持期・生活期）

○もしも施設となったら・・・

 住宅型有料老人ホーム，サービス付き高齢者住宅
etc

在宅サービスを利用しながら生活できる住宅型の施設もある

★ケアマネジャーを頼ってください！

現在の心身の状況をケアマネジャーが確認し，望む生活を
送るために必要な在宅介護サービスついて提案

適切なサービス利用のためのケアプラン（計画）を作成し利
用の調整を行います



A
さん

自
宅

在宅サービスがチームで支援し，介護が
必要な方でも，自宅等で療養していくこ
とができます

自宅



在宅療養とは

『住み慣れた自宅で医療・介護を受けながら生活をすること』

在宅療養では通院が難しくなった場合でも訪問で行う医療
や看護のサービスにより自宅等にいながら病気の治療や
リハビリテーションなどを受けることができます
また介護サービスを利用し日常生活の支援も受けられます



○もしも自宅となったら・・・

 在宅医療

訪問診療：医師が定期的に自宅に診療に行くこと
（例：毎月第2月曜日，毎週水曜日など）

※在宅で療養していて疾病，傷病のために通院が困難な患者が対象

往診：患者側からの要望に応じて，臨時で自宅に
診療に行くこと （例：熱が出たので来て欲しい）

★医療相談ができます

治療内容や今後の方向性，毎日のケアの仕方や療養に関す
ることなど在宅医療についてわからないことを相談できます

在宅療養



在宅医療でできること

・通常診療（問診や触診をはじめとする一般的な診療）

・各種検査（血液・尿・便など）

・処置（注射・点滴・尿道カテーテル・経管栄養管理・床ず
れの処置など）

・予防接種

・医療機器管理（在宅酸素・人工呼吸器など）

・がん緩和ケア

・看取りetc

在宅療養

○もしも自宅となったら・・・
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介護保険サービス

 在宅介護サービスを利用する際には，要介護度ごとに１か月間の利用

限度額（区分支給限度基準額）が決められています

※注意：利用限度額を超えてサービスを利用した分は，全額（10割）

自己負担になります

要介護度 利用限度額 利用者負担額
（月額） (月額・１割※)

事業対象者 50,030円 5,003円
要支援１ 50,030円 5,003円
要支援２ 104,730円 10,473円
要介護１ 166,920円 16,692円
要介護２ 196,160円 19,616円
要介護３ 269,310円 26,931円
要介護４ 308,060円 30,806円
要介護５ 360,650円 36,065円



○もしも自宅となったら・・・

 在宅介護サービス

・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護

・福祉用具 ・・・・・ などなど

★ケアマネジャーを頼ってください！

現在の心身の状況をケアマネジャーが確認し，望む生活
を送るために必要な在宅介護サービスついて提案

適切なサービス利用のためのケアプラン（計画）を作成し
利用の調整を行います

在宅療養



ちなみに・・・

 在宅のケアマネジャーは自分で選ぶことも出来ます

★探すのが難しければ・・・

入院中なら医療相談員へ，自宅等で生活中なら
地域包括支援センターや医療・介護連携支援センター
へご相談ください



訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の生活の場を訪問し，身体介
護(食事，排せつ，入浴等の介護)や，生活援助(掃除，洗濯，買い物，
調理等)をおこないます。

（費用めやす）※自己負担1割の方の料金です

 身体介護 ３０分以上１時間未満の場合

３９６円／１回

 生活援助 ４５分以上の場合

２２５円 ／１回

 ※夜間・早朝は２５％，深夜は５０％増

介護保険サービス（訪問）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYm5LNuMzjAhW3yosBHVEqDdgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sinainoie.org/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/&psig=AOvVaw3qkaMxsIt91ibMdhVMXNOp&ust=1564019444787005


介護保険サービス（訪問）

訪問看護

利用者の生活の場を訪問し体調管理や医師の指示による医療処置，
点滴，注射，主治医との連携，緊急時対応等をおこないます。

（費用めやす）※自己負担1割の方の料金です

 ３０分以上１時間未満の場合

８２１円／１回

※緊急時加算，特別管理加算等の加算があります

※夜間・早朝は２５％，深夜は５０％増
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介護保険サービス（通所）

通所介護（デイサービス）

通所介護の施設に通い食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機
能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受け
ることができます

（費用めやす）※自己負担１割の方の料金です

 介護度，および施設規模の基準により変動があります

 ５時間以上６時間未満の場合
 約６００～１，０００円／１回 程度
 食事代は別料金です



介護保険サービス（環境）

福祉用具貸与

自立した生活を送る助けとなる福祉用具をレンタルすることができ
ます。例）車椅子，歩行器，介護用ベッド等

※費用についてはケアマネジャーにお尋ねください

福祉用具購入費の支給

便座や特殊尿器，入浴補助用具，簡易浴槽などに関して自己負担分
を除いた金額が支給されます。

※1年間で上限10万円まで
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《メリット》
・本人が住み慣れた自宅で過ごすことができる

・いつでも家族や友人と過ごすことができる

・自由な生活を送ることができる （病状にもよります）

在宅療養のメリット・デメリット

《デメリット》

・家族の負担が病院や施設よりは大きい

・本人だけでなく，家族や親族を含めた意思の統一が必要

・画像検査や病気を治すような積極的な治療は難しい



在宅医療＝生活を支える医療入院医療＝治す医療



医療と介護

 病院、在宅、施設選択するにも、それらを知らなけ
れば選択しようがない

医療・介護関係者は適切な情報提供をおこないつつ
皆さんの選択をサポート

 本人の希望を知らなければ迷ってしまう・・・いざと
なってから話し合うのは難しい・・・元気なうちから話
し合いを

医療・介護関係者は話し合いのサポートもいたします



医療と介護

 知らないことにより、選択肢が限られることがないよ
う、この先皆さんが直面するかもしれない家族の突
然の変化の場面で、本日のお話が少しでも役立つ
ことができましたら幸いです



医療と介護

どの選択をしてもしあわせに・・・



医療と介護

 医療保険制度

 介護保険制度

 どちらもわかりにくい…

 どちらも詳しい専門家がいればいい…

 誰に聞けばいいの？

地域の医療と介護をつなぐ

函館市医療・介護連携支援センター
TEL 43-3939（函館市富岡町２丁目10-10 医師会病院内）

そんな時は…



ご清聴ありがとうございました


